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港湾計画とは

港湾に関する行政指針の基本

港湾空間において、開発、利用及び保全を行うにあたっての指針となる基
本的な計画で、港湾法に規定されている法定計画。

港湾計画に定める事項

港湾計画の役割と意義

民間事業者等が港湾区域又は臨港地区において諸活動を実施したり、施
設を建設したりする場合、その行為が港湾計画に適合しているかどうか
が、港湾管理者の許可の基準となる。

港湾施設の整備に関する国庫補助判断基準
国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾において施設整備の負
担金、補助金又は交付金の拠出を判断する際に、港湾計画で定められた
施設かどうかを判断基準としている。

通常10年から15年程度の将来を目標年次として、その港湾の開発、利用及
び保全の方針を明らかにするとともに、取扱可能貨物量などの能力、その
能力に応じた港湾施設の規模及び配置、さらに港湾の環境の整備及び保全
に関する事項などを定める。

港湾計画
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鹿児島港港湾計画の平成５年改訂経緯

昭和５７年港湾計画改訂

平成５年港湾計画改訂

Ｈ２～Ｈ４ 鹿児島港港湾計画調査

Ｓ63～Ｈ元
鹿児島港ポートルネッサンス２１計画調査

（鹿児島港ポートルネッサンス計画調査委員会）

【学識経験者・経済団体・港湾利用者・行政関係者】

Ｈ元～Ｈ２
鹿児島港WF開発基本計画調査
（鹿児島港ＷＦ開発基本計画調査委員会）

【学識経験者・経済団体・港湾利用者・行政関係者】

本港区
鹿児島港

etc.

鹿児島県地方港湾審議会 港湾審議会

港湾計画案

鹿児島港の基本的な整備方針（素案）

２



整備方針

鹿児島港港湾計画の平成５年改訂における整備方針

訂
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鹿児島港港湾計画の平成５年改訂における港湾利用ゾーニング図
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国道225号

国道225号

鹿児島港の港区別機能

鴨池港区
中央港区

本港区

谷山一区

谷山二区
新港区

鴨池・垂水フェリーの発着場

◆鹿児島港の港湾区域は南北２０ｋｍに及び、本港区、新港区、谷山地区など七つの
港区に分かれ、それぞれの港区毎に機能分担が図られている。

奄美・沖縄航路，
種子島航路の発着場

九州の穀物物流拠点、総合卸団
地やトラックターミナルが立地

クルーズ船が寄港する交流拠点、
臨海部防災拠点，ＬＰＧの基地

臨海工業用地、
完成自動車の集積・配送拠点，
都市ガス等エネルギー供給基地

鹿児島中心市街地と隣接し、
桜島フェリー、種子・屋久航路、三島・十島
航路、奄美・喜界航路の発着場

物 流

物 流

人 流

交 流

本港区

鴨池港区

谷山二区

新港区
中央港区

谷山一区 浜平川港区

物流関係
人流関係
交流関係

危険物関係
緑地リクリエーション

ヨット・プレジャーボート
等の基地

交 流

浜平川港区

危険物

レクリエーション

人 流
物 流

物 流

人 流

■鹿児島港の機能分担■
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平成５年改訂港湾計画

現在の港湾計画

本港区

新港区

本港区
新港区

本港区・新港区の港湾計画（比較）
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本港区の港湾計画

＜土地利用計画の凡例＞
名称 内容 

緑地 緑地・広場等の用地

交流厚生用地
港湾を通じた人的・経済的な国内外の様々な交流活動を推進するとともに，港湾におけるレクリエーション活動の用に供する施設及
びこれに付随する施設のための用地

埠頭用地 係留施設と一体となって港湾貨物の荷さばき，船舶乗降旅客の取扱等を行うための用地

港湾関連用地 港湾における物流・人流などの輸送活動の増進を図り，また，これらの活動を支援する施設のための用地

交通機能用地 陸上及び航空交通の用に供する用地 （臨港道路など） ７



現在の港湾計画図
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